
日立市議会告示第１号  

 

条 例 改 廃 請 求 代 表 者 へ の 意 見 を 述 べ る 機 会 の 付 与 に つ い

て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第４項の規定に基づ

く条例改廃請求代表者への意見を述べる機会の付与について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第９８条の２第１項の規定により、

下記のとおり告示する。 

令和 ７  年  １  月３０日 

   日立市議会議長  蛭  田  三  雄  

記  

 １  日  時    令和  ７  年  ２  月  ３  日（月）午前１０時 

 ２  場  所   日立市議会議場（日立市役所７階） 

 ３  事件名  議案第１号 日立市立学校設置条例の一部を改正する

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ

いて 

 ４  人  数   条例改廃請求代表者２人以内 

 ５  意見を述べる時間  １人につき１０分以内 

 ６  傍  聴   一般傍聴席は５２席（傍聴希望者が５０人を超えたと 

きは、抽選により決定する。） 

以  上   


